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独立行政法人海技教育機構第１期中期目標

独立行政法人海技教育機構（以下「機構」という。）は、海事教育全体のニーズにより柔軟に

対応した事業運営体制の構築と管理機能統合による効率的な運営を推進するという観点から海

技大学校及び海員学校を統合した機関であり、船員（船員であった者及び船員になろうとする者

を含む。以下同じ）に対し船舶の運航に関する学術及び技能を教授すること等により、船員の養

成及び資質の向上を図り、もって、安定的かつ安全な海上輸送の確保を図ることを目的とする。

その運営に当たっては、自律性、自発性及び透明性を備え、業務をより効率的かつ効果的に行

うという独立行政法人の趣旨を十分踏まえるとともに統合のメリットを活かしつつ、本中期目標に

従って、各校の一括管理を行うなど、質の高い養成等を効率的かつ効果的に行うことにより、わ

が国の海上輸送の安全・安定に貢献する等国土交通政策に係るその任務を的確に遂行するも

のとする。

１．中期目標の期間

平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日までの５年間

２．業務運営の効率化に関する事項

(1)組織運営の効率化の推進

全国に展開する各学校を一括して管理し、業務の系統的な実施が図られるよう本部体制を

見直し、これにより、国の政策及び海運業界のニーズに即応できる効率的な組織を構築し、組

織運営に努める。

（２）人材の活用の推進

教育実施のため必要な役職員を確保するとともに、役職員の非公務員化を踏まえて、大学

等の教育研究機関、海事関連行政機関及び民間の海運会社等の知見を活用して組織の一

層の活性化を図るために、これらの機関等との人事交流を積極的に推進する。

（３）業務運営の効率化の推進

業務運営の効率化を図るとともに、一般管理費（人件費、公租公課等の所要額計上を必要

とする経費及び特殊要因により増減する経費を除く。）について、中期目標期間中に見込まれ

る当該経費総額（初年度の当該経費相当分に５を乗じた額。）を６％程度抑制することとする。

また、業務経費（人件費、公租公課等の所要額計上を必要とする経費及び特殊要因により

増減する経費を除く。）について、中期目標期間中に見込まれる当該経費総額（初年度の当

該経費相当分に５を乗じた額。）を２％程度抑制することとする。

また、一部業務の民間開放を推進する。

３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
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(1) 海技教育の実施

独立行政法人海技教育機構法第１１条第１項第１号に基づき、船員に対し船舶の運航に関

する学術及び技能を教授する。

また、独立行政法人海技教育機構法第１１条第２項に基づき、国際航海船舶及び国際港湾

施設の保安の確保等に関する法律（平成１６年法律第３１号）第８条第２項の規定による同条

第１項の講習の実施に関する業務を行う。

海技教育の実施に当っては、海技教育全体のニーズにより柔軟に対応した事業運営体制

と、船員のライフサイクルに応じて実施できる教育体制を構築することとする。

①海技資格の取得を図るための教育（以下「資格教育」という。）

イ 船員養成事業については、養成対象を専修科へ重点化しつつ、スリム化の方向で船員

労働市場の需要規模に見合った養成規模で実施することとし、年間入学定員を期末まで

に３５０名程度とする。

ロ 海技士資格取得のための船員再教育事業については、一体的な実施を進め、上級海

技士資格に対する需要の動向を踏まえてスリム化を図り、年間入学定員を１４０名程度と

し、効率的かつ効果的なものとする。

ハ 資格教育については、船員養成事業と船員再教育事業の一体的な実施を図る。具体

的には、本科又は専修科の卒業生が更に上級の資格を円滑に取得できる一貫教育シス

テムを導入するとともに、可能な限り各種資格の個別実施体制から教育内容に応じた一

体的な実施体制とする。これにより、資格教育の充実・強化及び効率的な実施を図るも

のとする。

また、船舶の技術革新や海運業界のニーズに的確に対応するため、教育内容の改定・

精選を行うほか、司ちゅう・事務科の廃止に伴う船内供食・栄養管理に関する教育の充

実等を図る。

② 海技士資格取得以外の講習等については、海運業界の共益的事業としてふさわしいも

のを実施する観点から、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも十分な教育が実施されな

いおそれがある場合を対象として必要最小限度の講習を実施するものとする。

③ 国の政策及び海運業界のニーズの変化に柔軟に対応できるよう、必要に応じ適宜教育

課程及び教育内容の見直しを行うこととする。

④ 資格教育については、補講等の自主講座、模擬試験、個別指導を行って教育効果を高

め、その目標とする海技従事者国家試験の合格率を向上するよう努めることとする。

⑤ 海事関連企業への訪問等求職活動を強化することにより、海事関連企業への就職率を
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向上するよう努めることとする。

⑥ 海技教育の質的向上と受益者の期待に応えるために、関係機関・業界との意見交換会

等を積極的に行い、ニーズの把握に努めることとする。

⑦ 授業に必要な船舶運航に関する最新の知識及び技能を習得するための教員の研修計

画を策定し、研修及び船舶乗船研修を実施するとともに、適正な運営に必要な事務員等の

研修計画を策定し、研修を実施する。

⑧ 自己評価体制の充実及び教員の資質・能力の向上等を図ることとする

⑨ 受験・入学のための広報活動のあり方を見直し、船員を目指す人材をより多方面から確

保するよう努める。

（２）研究の実施

独立行政法人海技教育機構法第１１条第１項第２号に基づき、船舶の運航に関する高度の

学術及び技能に関する研究を行う。

研究の実施に当っては、機構の目的を踏まえて、海技教育及び船舶運航に関する研究を

組織的に行い、その結果を教育に反映し、船員の資質の向上を図ること等により、安全な海

上輸送の確保に資するよう努めることとする。

（３）成果の普及・活用促進

独立行政法人海技教育機構法第１１条第１項第３号に基づき、海技教育及びその研究成

果並びに海事思想を国民並びに海運業界に広く普及・活用するための活動を行う。

成果の普及・活用促進に当っては、海技教育及び船舶運航関係の知識、技術、研究成果

及びその他海事に関する情報等を海運業界、学会及び国民等へ積極的に公表して教育・研

究成果の普及を目指すとともに、職員の専門知識の活用を図るために、国内外を問わず、研

修員の受入れ及び各種機関・委員会へ専門家としての職員派遣等を推進する。

４．財務内容の改善に関する事項

運営費交付金を充当して行う事業については、「２．業務運営の効率化に関する事項」で定

めた事項について配慮した中期計画の予算を作成し、当該予算による運営を行う。

また、機構の業務の範囲内において、自己収入の確保を図るとともに、海技士資格取得以

外の講習については、受益者負担の導入等により、できる限り運営費交付金に依存しない運

営体制を構築するものとする。

５．その他業務運営に関する重要事項

(1) 施設・設備の整備

機構の目的の確実な達成のため、必要となる施設・設備に関する整備計画を策定し、効果

的な業務運営を図る。
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(2) 人事に関する計画

上記の各般の業務運営の効率化を通じて、人件費（退職手当等を除く。）については、「行

政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）を踏まえ、前中期目標期間の最終年度

予算を基準として、本中期目標期間の最終年度までに国家公務員に準じた人件費削減の取

組を行うこととする。また、国家公務員の給与構造改革を踏まえた役職員の給与体系の見直

しを進めることとする。

（３） その他

中期目標の期間中に実施される船員養成の規模、体制についての更なる検討等、船員教

育の見直しに関する検討の結果を踏まえ、必要に応じ、所要の措置を講じることとする。


